
２
３
８
円
が
３
１
５
円
と
な
り
、
市
負
担

分
は
77
円
。
中
学
校
で
は
１
食
当
た
り　

２
８
１
円
が
３
７
２
円
と
な
り
、
市
負
担

分
は
91
円
と
な
る
。

令
和
７
年
度
行
田
市
公
共
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
３
回
）

問  

下
水
道
管
路
等
の
改
築
工
事
に
係
る

費
用
の
15
・
03
%
が
本
市
の
負
担
と
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
。

答  

本
市
の
負
担
率
は
、
荒
川
左
岸
北
部

流
域
下
水
道
（
埼
玉
県
下
水
道
局
管
轄
。

熊
谷
市
、
鴻
巣
市
、
北
本
市
、
桶
川
市
、

行
田
市
の
５
市
で
構
成
）
の
全
体
計
画
の

中
の
「
日
最
大
汚
水
量
」
の
割
合
と
な
っ

て
い
る
。

令
和
７
年
度
行
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
回
）

⃝

市
道
維
持
補
修
費

市政に対する 一般質問

地域の安心・安全について

問  

街
頭
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
、

着
工
状
況
に
つ
い
て
、
最
初
の
５

箇
所
と
今
後
の
５
箇
所
、
計
10
箇

所
程
度
に
な
る
が
、
今
後
ど
の
ぐ

ら
い
ま
で
増
や
す
の
か
。

答  

都
内
で
発
生
し
た
事
件
で
、

防
犯
カ
メ
ラ
の
リ
レ
ー
方
式
に
よ

る
捜
査
が
功
を
奏
し
犯
人
の
早
期

逮
捕
に
繋
が
っ
た
実
績
か
ら
、
来

年
度
以
降
の
予
算
の
中
で
、
昨
年

と
今
年
度
を
上
回
る
数
を
目
標
に

計
画
的
に
進
め
て
い
く
。

問  

設
置
場
所
の
選
定
に
つ
い
て

自
治
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
、
地
域
住

民
の
声
を
反
映
す
る
考
え
は
あ
る

か
。答  

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
目
的
は

何
よ
り
地
域
の
安
全
・
安
心
が
最

優
先
で
あ
る
。地
域
住
民
の
声
を

聞
き
反
映
す
る
こ
と
は
一
番
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
も
地
域
の

声
に
耳
を
傾
け
警
察
と
の
協
議
を

進
め
、
効
果
的
な
箇
所
の
設
置
を

進
め
て
い
く
。

問  

住
宅
用
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
補

助
金
の
利
用
状
況
や
実
績
は
。

答  

昨
年
度
の
補
助
金
交
付
は
２

０
６
件
で
、
約
５
２
８
万
円
の
交

付
額
で
あ
る
。今
年
度
に
つ
い
て

も
周
知
に
努
め
て
い
く
。

駒 見 行 彦（令和研究会）

除草対策(道路・水路・公園等)について

問  

市
民
の
方
よ
り
「
行
田
市
の

除
草
は
、
近
隣
自
治
体
に
比
べ
て

少
な
い
の
で
は
な
い
か
」、「
新
し

く
開
設
さ
れ
た
わ
く
だ
ま
公
園
の

除
草
も
管
理
で
き
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
」
と
の
話
を
い
た
だ
い

て
い
る
。市
に
よ
る
除
草
作
業
の

現
状
を
伺
う
。

答  

道
路
・
水
路
の
本
年
度
の
除

草
の
実
績
は
、
10
月
末
で
２
４
９

件
の
要
望
に
対
し
て
、
１
８
１
件

実
施
し
て
い
る
。

　
公
園
に
つ
い
て
は
、
89
公
園
の

う
ち
指
定
管
理
者
管
理
の
３
公
園

は
、
適
宜
除
草
作
業
を
実
施
。 

66

公
園
は
、
自
治
会
な
ど
に
管
理
を

委
託
。 

残
る
20
公
園
は
、 

年
に
２

回
程
度
除
草
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、 

公
園
の
除
草
要
望
10
件
は
、

全
て
に
対
応
し
て
い
る
。

問  

除
草
回
数
は
、
他
市
と
比
べ

て
ど
う
か
。

答  

近
隣
市
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

本
市
と
ほ
ぼ
同
様
の
回
数
で
あ
っ

た
。

〔
そ
の
他
の
主
な
質
問
〕

○
古
代
蓮
の
里（
田
ん
ぼ
ア
ー
ト

経
済
効
果（
鬼
滅
の
刃
）な
ど
）

○
手
話
施
策
推
進
法
に
つ
い
て

○
騒
音
・
振
動
対
策

梁 瀬 里 司（令和研究会）

子どもたちの未来を見据えた
学校統合について

問  

な
ぜ
義
務
教
育
学
校
を
選
ぶ

の
か
？

答  

児
童
生
徒
数
の
減
少
や
施
設

の
老
朽
化
を
踏
ま
え
、
９
年
間
一

貫
し
た
教
育
が
可
能
な
義
務
教
育

学
校
が
最
適
と
判
断
し
た
。中
１

ギ
ャ
ッ
プ
の
解
消
や
異
年
齢
交
流

に
よ
る
社
会
性
の
育
成
な
ど
教
育

効
果
も
期
待
さ
れ
る
。

問  

地
域
の
理
解
を
得
る
た
め
の

工
夫
は
？

答  

説
明
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
重
ね
、
丁
寧
な
情
報
発
信
と
地

域
と
の
対
話
を
進
め
て
い
く
。

問  

子
ど
も
た
ち
の
学
び
や
心
に

ど
ん
な
影
響
が
あ
る
か
？

答  

９
年
間
の
一
貫
教
育
に
よ

り
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
指
導
が

可
能
と
な
る
。中
１
ギ
ャ
ッ
プ
の

緩
和
や
学
習
意
欲
の
向
上
も
期
待

さ
れ
る
。異
年
齢
交
流
を
通
じ
て

社
会
性
や
思
い
や
り
の
心
も
育
ま

れ
る
と
考
え
る
。

問  

教
員
数
の
減
少
が
懸
念
さ
れ

る
が
、教
育
の
質
は
保
て
る
か
？

答  

統
合
に
よ
り
一
校
当
た
り
の

教
員
数
が
増
え
、
教
員
同
士
の
連

携
や
研
修
が
活
発
に
な
る
。業
務

の
分
担
が
進
み
、
児
童
生
徒
と
向

き
合
う
時
間
も
確
保
さ
れ
る
。

小 林 淳 一（令和研究会）

常任委員会の動き

行
田
市
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

問  

空
調
設
備
の
使
用
料
算
定
に
伴
う
減

価
償
却
費
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
。

答  

行
田
市
使
用
料
・
手
数
料
見
直
し
基

本
方
針
に
基
づ
き
、
空
調
設
備
の
取
得
価

格
に
普
通
交
付
税
措
置
を
見
越
し
た
場
合

の
30
％
と
し
、
そ
れ
に
０・
９
を
乗
じ
て

耐
用
年
数
15
年
で
除
し
た
も
の
が
、
使
用

料
算
定
に
伴
う
減
価
償
却
費
の
計
算
式
と

な
る
。

問  

夏
季
期
間
中
、
天
候
に
よ
っ
て
は
空

調
を
入
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
う
が
、

そ
の
場
合
で
も
、
空
調
を
使
用
し
た
金
額

と
な
る
の
か
。

答  

総
合
体
育
館
の
使
用
料
は
先
払
い
と

な
る
た
め
、
空
調
を
入
れ
な
か
っ
た
場
合

は
、
後
日
、
還
付
の
手
続
き
と
な
る
。

令
和
７
年
度
行
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
回
）

⃝

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
賄
材
料
費

問  

食
材
費
高
騰
に
よ
る
児
童
・
生
徒
１

食
分
当
た
り
の
市
費
負
担
額
は
ど
れ
く
ら

い
に
な
る
の
か
。

答  

小
学
校
で
は
１
食
当
た
り
の
給
食
費

常
任
委
員
会
の
動
き

○
審
査
概
要
・
活
動

総
務
文
教
常
任
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

建
設
環
境
常
任
委
員
会

建
設
環
境
常
任
委
員
会

問  

施
設
改
修
工
事
請
負
費
の
詳
細
は
。

答  

行
田
市
駅
北
口
の
駅
前
広
場
の
４
基

及
び
忍
川
に
架
か
る
翔
栄
橋
の
４
基
、
計

８
基
の
照
明
灯
に
つ
い
て
一
部
不
点
灯
と

な
っ
て
い
る
。
調
査
の
結
果
、
漏
電
が
原

因
と
判
明
し
た
が
、
漏
電
箇
所
の
特
定
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、
８
基
す
べ
て
を

L
E
D
化
す
る
こ
と
か
ら
、
大
規
模
改
修

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

令
和
７
年
度
行
田
市
国
民
健
康
保
険
事
業

費
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
回
）

問  

新
た
に
新
設
さ
れ
る
特
定
親
族
特
別

控
除
と
は
何
か
。

答  
特
定
親
族
特
別
控
除
は
、
生
計
を
一

に
す
る
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
を

扶
養
す
る
納
税
者
に
対
し
て
、
所
得
税
及

び
住
民
税
を
軽
減
す
る
措
置
で
、
親
族
の

合
計
所
得
が
58
万
円
か
ら
１
２
３
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
段
階
的
に
控
除
を
受
け
ら
れ

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

る
も
の
で
あ
る
。

⃝

行
田
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

問  

本
条
例
は
、
自
治
体
の
裁
量
で
判
断

で
き
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
が
、
本
市
の

場
合
は
何
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答  

先
行
的
に
事
業
を
実
施
し
て
き
た
中

で
、
保
護
者
や
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
聞

い
た
結
果
、
国
の
基
準
か
ら
上
乗
せ
す
べ

き
事
項
は
特
段
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国

の
基
準
に
準
じ
て
本
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
あ
る
。

問  

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
目
的
の

一
つ
に
、
支
援
が
必
要
な
家
庭
を
見
定
め

る
機
会
の
創
出
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答  

本
制
度
の
利
用
に
よ
り
、
普
段
は
自

宅
で
子
育
て
を
し
て
い
る
家
庭
に
つ
い
て
、

支
援
が
必
要
か
ど
う
か
に
気
づ
く
機
会
が

増
え
て
い
く
と
感
じ
て
お
り
、
各
園
と
連

携
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
き
た
い
。

　

❼　ぎょうだ議会だより


